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Ⅰ . 地域福祉とは

　この計画は平成 28 年度から 38 年度までの 10 年間とします。また、5年目の平成 32 年度に、社
会経済情勢や制度改革など、地域の状況の変化にあわせ、計画の見直しを行います。

　この計画に基づく取組みを推進するにあたっては、関係団体・機関等の相互の連携・調整を図り、
毎年度の社会福祉協議会「事業計画」において、できることから位置づけ具体化を図ります。また、
事業成果の評価により、計画の進捗管理に努めます。

３．計画期間

４．計画の推進

計画（ＰＬＡＮ）
基本目標・具体的取り組み・
実行計画を定める。

評価（ＣＨＥＣＫ）
関係者とともに事業の成果
を評価する。

改善（ＡＣＴＩＯＮ）
評価結果を踏まえ事業の見
直し等を実施する。

実行（ＤＯ）
実行計画を着手、具体化す
る。

■ＰＤＣＡサイクル


